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１．開 会 

 

２．挨 拶 

 

３．議 事 

    

  （１）技術基準検討会について 

 

  （２）鉄道において近年相次いで発生した事件の概要及びその対応 

 

  （３）現行の技術基準省令での防犯関係設備や非常用設備に係る規定

と現状 

 

  （４）今後の進め方（案） 

 

  【資料】 

・防犯関係設備や非常用設備に係る技術基準について  資料１ 

・小田急線車内での傷害事件の概要について      資料２ 

・京王線車内での傷害事件の概要について       資料３ 
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資料１



本日のご説明内容

２．鉄道において近年相次いで発生した事件の概要及び
その対応 ・・・６頁

３．現行の技術基準省令での防犯関係設備や非常用
設備に係る規定と現状 ・・・９頁

４．今後の進め方（案） ・・・２１頁
2

１．技術基準検討会について ・・・３頁
（１）技術基準検討会
（２）技術基準等の改正事例（飲酒に関する基準）

２－１．小田急線車内傷害事件の発生を受けた今後の対策について
２－２．京王線車内傷害事件等の発生を受けた今後の対策について

（１） 目的
（２） 非常通報装置
（３） 非常用ドアコック
（４） ホームドア及び可能式ホーム柵
（５） 防犯カメラ



１．技術基準検討会について
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これまで技術基準に係る検討としては、
・技術基準の性能規定化に関する検討（平成１０年１１月～平成１３年１２月）
・福知山線列車脱線事故等の発生を受け、事故を防止する観点から技術基準見直しに関する検討

（平成１７年６月～平成１８年３月）
・航空機パイロットの飲酒問題を契機とした鉄軌道運転士の飲酒に関する基準等の検討

（平成３１年１月～令和元年５月）
を行ってきた。

技術基準検討会

技術基準のあり方
（安全水準、社会環境の変化への対応）

技術基準調査研究会

個別の基準に係る調査・検討

行政
着実かつ円滑な

技術基準省令、解
釈基準の改正

土木 電気 車両 運転

検討結果

意見等事故の教訓
（事故調査報告書等）

社会環境の変化

技術革新への対応
（事業者ニーズ）

解説の作成

の報告

議論の方向付け 検討結果の報告 （軽微な改正）

※平成18年4月の技術基準検討委員会資料より抜粋

（１）技術基準検討会



１．技術基準検討会について
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年月日 概要

平成30年10月 航空機パイロットの飲酒問題が発覚

平成30年11月16日
通達「飲酒に関する鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の遵守
の徹底について」を発出

平成31年1月30日 「技術基準検討会」を開催

令和元年5月23日

「技術基準検討会」を開催
アルコールに関する医学的見知等の専門家・関係者として、以下の3名が出席

・樋口 進 国立病院機構久里浜医療センター 院長
・藤田 悟郎 科学警察研究所 交通科学部付主任研究官
・坂口 正一 アルコール検知器協議会幹事

令和元年8月23日～9月23日 飲酒基準改正に伴うパブリックコメント

令和元年10月4日 飲酒基準等の改正

飲酒に関しては省令第11条第3項において、運転士が「酒気を帯びた状態で乗務してはな

らない」こと、また、省令第10条第3項において、「知識及び技能を十分に発揮できない状態

にあると認めるときは、その作業を行わせてはならない」と規定している。

一方、酒気帯びの確認については、これまで具体的な方法を定めていなかったことから、そ

の確認方法を省令第10条の解釈基準６に追加して規定した。

平成30年10月に発生した航空機パイロットの飲酒問題を契機として、令和元年10月に鉄

軌道運転士の飲酒に関する基準等を改正。

（２）飲酒基準の事例



１．技術基準検討会について
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（動力車を操縦する係員の乗務等）
第１１条 ３ 動力車を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそ
れがある状態で列車に乗務してはならない。

技術基準省令

Ⅱ－１ 第１０条（係員の教育及び訓練等）関係
６ 第３項の知識及び技能を十分に発揮できない状態のうち、１(1)の係員（本線を支障するおそれのない側線において移動する車

両を操縦する係員を除く。６において同じ。）に対する酒気を帯びた状態の確認は、次のとおりとすること。
(1) 仕業前後に対面（運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。）により、酒気帯びの有無を確認すること。
(2) 酒気帯びの有無の確認は、目視等によるほか、アルコール検知器を用いて行うこと。ただし、仕業前の確認以降、１(1)の係員

が鉄道事業者の管理下の下にある場合は、仕業後のアルコール検知器を用いた検査を省略することができる。
(3) 仕業前に酒気を帯びた状態が確認された場合には、当該係員を乗務させないこと。
(4) 次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録は、期間を定めて保存すること。

① 確認を行った者及び確認を受けた者の氏名
② 確認の日時
③ 確認の方法（対面、電話等）
④ 酒気帯びの有無（目視等での確認結果、アルコール検知器で測定した数値）

解釈基準

（係員の教育及び訓練等）
第１０条 ３ 鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が知識及び技能を十分に発揮でき
ない状態にあると認めるときは、その作業を行わせてはならない。

技術基準省令

（２）飲酒基準の事例





２－１．小田急線車内傷害事件の発生を受けた今後の対策について（９月２４日報道発表資料）
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２－２．京王線車内傷害事件等の発生を受けた今後の対策について（１２月３日報道発表資料）
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３．現行の技術基準省令での防犯関係設備や非常用設備に係る規定と現状
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鉄道営業法においては、鉄道の運行そのものを阻害しかねない行為制約する規定のみならず、鉄道
の運行そのものには影響しないものの、車内の旅客の身の安全に影響を及ぼす又は平穏を乱すおそ
れのある行為を制約する規定が定められている。

【鉄道の運行そのものを阻害しかねない行為を制約する規定】
第５条：鉄道事業者において火薬その他爆発質危険品の運送拒絶を可能とする規定
第32条：列車警報機の濫用に対する処罰
第33条：列車運転中の乗降・車扉の開閉等に対する処罰
第36条：標識掲示・信号の改竄等、灯火の破壊等に対する処罰
第38条：鉄道係員に対する暴行処罰に対する処罰
第40条：列車に対する瓦石類の投擲に対する処罰

【乗客の身の安全に影響を及ぼす恐れのある行為を制約する規定】
第４条：伝染病患者及び重病者の乗車制限
第35条：車内、停車場内等における寄付・購買の求め、物品の配布、演説勧誘等に対する処罰
第39条：車内、停車場内等における発砲に対する処罰

• 鉄道営業法には、車内の旅客の身の安全に影響を及ぼす又は平穏を乱すおそれの

ある行為を制約する規定が定められている。

• 相次ぐ傷害事件を受けて、鉄道営業法第１条に基づく、鉄道に関する技術上の基準を

定める省令（以下、「技術基準省令」という。）や解釈基準（局長通達）等を防犯の観点で

見たときに改めるべき事項はないか等についての検討が必要。



第１章 総則
第１条（目的）
第２条（定義）
第３条（実施基準）
第４条（書類の提出）
第５条（危害の防止）
第６条（著しい騒音の防止）
第７条（移動円滑化のために講ずべき措置）
第８条（応急復旧の体制）（削 除）

第２章 係員
第９条（運転の安全確保）
第１０条（係員の教育及び訓練等）
第１１条（動力車を操縦する係員の乗務等）

第３章 線路
第１節 軌間
第１２条（軌間）
第２節 線路線形
第１３条（線路線形）
第１４条（曲線半径）
第１５条（カント）
第１６条（スラック）
第１７条（緩和曲線）
第１８条（こう配）
第１９条（縦曲線）
第３節 建築限界
第２０条（建築限界）
第４節 施工基面の幅及び軌道中心間隔
第２１条（施工基面の幅）
第２２条（軌道中心間隔）
第５節 線路構造
第２３条（軌道）
第２４条（構造物）
第２５条（著しい騒音を軽減するための設備）
第６節 建築物
第２６条（建築物）
第７節 安全設備
第２７条（災害等防止設備）
第２８条（橋りょう下等の防護）
第２９条（地下駅等の設備）
第３０条（車両の逸走等の防止）
第３１条（線路内への立ち入り防止）
第３２条（避難用設備等）

第８節 線路標
第３３条（線路標）

第４章 停車場
第１節 停車場
第３４条（停車場の配線）
第３５条（駅の設備）
第３６条（プラットホーム）
第３７条（旅客用通路等）
第２節 車庫等
第３８条（車庫等）

第５章 道路との交差
第３９条（道路との交差）
第４０条（踏切道）

第６章 電気設備
第１節 電路設備
第４１条（電車線路等の施設等）
第４２条（架空電車線路等の接近又は交差）
第４３条（電車線の絶縁区分）
第４４条（こ線橋等における障害防止）
第４５条（帰線用レールの施設）
第４６条（送電線路及び配電線路の施設）
第４７条（雷害等を防止する装置等）
第４８条（誘導作用による障害防止）
第２節 変電所等設備
第４９条（変電所等の施設等）
第３節 電気機器等設備
第５０条（電気機器等設備の施設）
第５１条（引込線及び配線の施設等）
第４節 雑則
第５１条の２（電磁誘導作用による人の健康に及
ぼす影響の防止）
第５２条（電路等の絶縁）
第５３条（電気設備の接地）

第７章 運転保安設備
第１節 信号保安設備
第５４条（閉そくを確保する装置等）
第５５条（鉄道信号の現示装置等）
第５６条（信号相互間等を連鎖させる装置等）
第５７条（列車を自動的に減速又は停止をさせる
装置）
第５８条（自動運転をするための装置）
第５９条（列車等を検知する装置）

第２節 保安通信設備
第６０条（保安通信設備）
第６１条（架空通信線の施設）
第３節 踏切保安設備
第６２条（踏切保安設備）
第４節 雑則
第６３条（障害発生時の安全確保）

第８章 車両
第１節 車両限界
第６４条（車両限界）
第２節 車両の重量等
第６５条（軌道及び構造物に対する制限）
第６６条（安定性）
第３節 車両の走行装置等
第６７条（走行装置等）
第６８条（動力発生装置等）
第６９条（ブレーキ装置）
第４節 車体の構造及び車両の装置
第７０条（車体の構造）
第７１条（著しい騒音を軽減するための構造）
第７２条（乗務員室の構造）
第７３条（客室の構造）
第７４条（旅客用乗降口の構造）
第７５条（貫通口及び貫通路の構造）
第７６条（非常口の構造）
第７７条（連結装置）
第７８条（特殊な貨物を運送する車両の構造）
第７９条（乗務員室の設備）
第８０条（内圧容器その他の圧力供給源及びそ
の附属装置）
第８１条（車両の附属装置）
第８２条（車両の表記）
第５節 車両の火災対策等
第８３条（車両の火災対策）
第８４条（火災報知設備）
第８５条（停電時の装置の機能）
第６節 動力車を操縦する係員が単独で乗務
する列車等の車両設備
第８６条（動力車を操縦する係員が単独で乗務
する列車等の車両設備）

第８章の２ その他の設備
第８６条の２（列車の運転状況を記録する装置）

第９章 施設及び車両の保全
第８７条（施設及び車両の保全）
第８８条（新設した施設、新製した車両等の検
査及び試運転）
第８９条（本線及び本線上に設ける電車線路の
巡視及び監視並びに列車の検査）
第９０条（施設及び車両の定期検査）
第９１条（記録）

第１０章 運転
第１節 積載制限等
第９２条（車両の積載制限等）
第９３条（危険品積載時の表示）第２節 列車の
運転
第９４条（列車の最大連結両数等）
第９５条（列車のブレーキ）
第９６条（列車の制動力）
第９７条（停車場の境界）
第９８条（停車場外の本線の運転）
第９９条（列車の運転時刻）
第１００条（列車出発時の事故防止）
第１０１条（列車間の安全確保）
第１０２条（列車の操縦位置）
第１０３条（列車の運転速度）
第１０４条（列車の退行運転）
第１０５条（列車の同時進入進出）
第１０６条（列車防護）
第１０７条（線路の閉鎖）
第１０８条（列車の危難防止）
第３節 車両の運転
第１０９条（入換え）
第１１０条（車両の留置）
第１１１条（危険品積載車両の危険防止）
第４節 鉄道信号
第１１２条（鉄道信号と運転の関係）
第１１３条（停止を指示する信号の現示）
第１１４条（信号現示の不正確）
第１１５条（信号の兼用禁止）
第１１６条（進行を指示する信号の現示の条件）
第１１７条（その他信号の現示に関する事項）
第１１８条（進行を指示した場合の処置）
第１１９条（合図及び標識）

第１１章 特殊鉄道
第１２０条（特殊鉄道）

３．現行の技術基準省令での防犯関係設備や非常用設備に係る規定と現状

10

第一条 鉄道ノ建設、車両器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ

鉄道営業法

鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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３．現行の技術基準省令での防犯関係設備や非常用設備に係る規定と現状

（１）目的

第１条 この省令は、鉄道の輸送の用に供する施設（以下「施設」という。）及び車両の構造及び取扱いについ
て、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉
の増進に資することを目的とする。

技術基準省令

（前文）

今般、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」（平成１３年国土交通省令第１５１号）（以下「省令」という。）を制定したところ
であるが、これに伴い、省令第一条に定める目的を達成するため、施設及び車両の構造及び維持管理並びに運転取扱いに関し
て、省令等の内容を具体化、数値化した標準的な解釈（以下「解釈基準」という。）を下記のとおり定めた。

解釈基準を定めるにあたっては、鉄道の輸送の用に供する施設及び車両の構造及び取扱いについて、列車の運転等に伴って
生ずるすべての人や物に及ぼしうる危険を、技術的実現性や経済性を踏まえ、できる限り小さくするものとすることを前提として、
これまでの実績、現在の技術水準、技術開発の動向等を考慮して、現時点で妥当と考えうる省令等の具体的な考え方を示すこと
とした。

これらの解釈に示される事項は、省令に適合しているものとして取扱われることとなるが、これらの解釈によらない事項を否定す
るものではない。

これらの解釈については、以上の考え方のもとに、国における許認可等の審査や鉄道事業者による実施基準作成の拠り所とす
るものであり、この趣旨を十分に踏まえ、鉄道輸送の安全性の確保などが図られるよう、管下鉄道事業者を指導することとされた
い。

解釈基準
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３．現行の技術基準省令での防犯関係設備や非常用設備に係る規定と現状

（２）非常通報装置

（車両の附属装置）
第８１条 車両には、種別に応じ、次の各号に掲げる車両の附属装置であって当該各号に定める基準に適合す

るものを設けなければならない。ただし、安全かつ円滑な車両の走行及び旅客の乗降を確保することができる
ものにあっては、この限りでない。

一～四 【略】
五 非常通報装置 非常時に旅客が容易に乗務員等へ通報することができるものであること。
六～七 【略】
２ 【略】

技術基準省令

Ⅷ－１７ 第８１条(車両の附属装置)関係
〔基本項目〕
１～４ 【略】
５ 非常通報装置は、以下のとおりとする。

(1) 旅客車には、非常通報装置を設けること。ただし、非常停止装置を設けたもの及び車両２両以下（鋼索鉄道においては１両）
で運転するものにあっては、この限りでない。

(2) 非常通報装置を設けた旅客車の客室には、当該装置の送信装置を設けること。ただし、乗務員室を有する車両に設けられた
客室で、旅客が乗務員に容易に通報できるものにあっては、この限りでない。

(3) 非常通報装置又はその付近に送信装置の所在場所及び取扱方法を旅客の見やすいように表示すること。
(4) 機能を手動により解除できないこと。
(5) 非常通報装置を設けた旅客車には、当該装置が操作されたときに自動的に点灯する灯火を設けること。ただし、運転室及び

車掌室において操作された非常通報装置の位置が確認できる場合は、この限りでない。
(6) (5)の灯火は、車両の両側面の上部に設け、他の灯火（非常口が開いたとき及び非常停止装置が操作されたときに自動的に

点灯する灯火を除く。）と容易に識別できるものであること。
６～９ 【略】

解釈基準



３．現行の技術基準省令での防犯関係設備や非常用設備に係る規定と現状

【非常通報装置の主な設置箇所】

旅客用乗降扉横 車いす（フリー）スペース妻部（連結部） トイレ

【非常通報装置の主な設置パターン】

箇所数 設置箇所

１箇所
妻部（連結部）

車いす（フリー）スペース

２箇所
旅客用乗降扉横（１箇所）

車いす（フリー）スペース（１箇所）

４箇所

旅客用乗降扉横（４箇所）

旅客用乗降扉横（３箇所）
車いすスペース（１箇所）

：非常通報装置 ：車いす（フリー）スペース

［４箇所の場合（例：旅客用乗降扉横３、車いす（フリー）スペース１］

［１箇所の場合（例：妻部（連結部）１］

（２）非常通報装置（①設置箇所）
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３．現行の技術基準省令での防犯関係設備や非常用設備に係る規定と現状

（２）非常通報装置（②設置例）

通話機能なし

非常の場合、
上の通報ボタ
ンを押してくだ
さい。乗務員と
連絡出来ます。

非常の場合、
上のボタンを
押してくださ
い。マイクで
乗務員と通
話することが
できます。

ランプ点灯後、
お話しくださ
い。

非常の場
合、下の
赤いボタン
を押して下
さい。乗務
員と通話
できます。

非常の場合は、
下の通報ボタン
を押して下さい。

ランプが点灯した
ら乗務員と連絡
できます。

非常の場合は、
この下のボタンを
押して乗務員に
通報して下さい。

ランプの点灯中
は乗務員と通話
ができます。

非常の場合のほ
かは手をふれな
いで下さい。

非常の場
合この窓
を開き中
の赤ボタ
ンを押し
て乗務員
連絡して
に通報し
て下さい。
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（３）非常用ドアコック

３．現行の技術基準省令での防犯関係設備や非常用設備に係る規定と現状

（旅客用乗降口の構造）
第７４条 旅客用乗降口は、旅客の安全かつ円滑な乗降を確保することができるものであって、その扉には、次の

基準に適合する自動戸閉装置を設けなければならない。
一～三 【略】
四 非常の際に手動により開くことができるものであること。ただし、サードレール式の電車線の区間等を走る車両

は、この限りでない。

技術基準省令

Ⅷ－１０ 第７４条（旅客用乗降口の構造）関係
〔基本項目〕
１～３ 【略】
４ 旅客用乗降口の扉に設ける自動戸閉装置は、以下のとおりとする。

(1) ～(4) 【略】
(5) 手動により扉を開くことができるようにする装置を車両の内外に設けること。この場合、内側に設ける装置は、旅客が容易に

操作できること。ただし、以下の車両は、この限りでない。
① サードレール式区間、剛体複線式区間を走行する車両
② 専ら地下式構造で建築限界と車両限界の間隔が小さい区間【備考】を走行する車両（専ら複線区間その他の車両側面から

の避難が可能な区間を走行する車両及び相互直通運転等を行う場合であって、係員の指示に従う旨の表示をする車両を除く。）
③ 懸垂式鉄道、跨(こ)座式鉄道及び常電導磁気浮上式鉄道

【備考】 「地下式構造で建築限界と車両限界の間隔が小さい区間」については、地下鉄等旅客車のうち建築限界と車両限界の基
礎限界との間隔が側部において400㎜未満の区間を走行する車両をいう。

(6) (5)の装置(車両の内側に設けるものに限る。)の操作装置の所在場所、取扱方法及び注意事項を旅客が見やすいように表示する
こと。ただし、(5)①、②、③の車両にあっては、表示しないこと。

５ 旅客用乗降口の扉は、扉が閉じた後でなければ発車できない構造であること。ただし、客車（鋼索鉄道の車両を含む。）であって、
係員により扉が閉じたことを直接確認する場合は、この限りでない。

６～10 【略】

解釈基準



在来線（通勤車両）における非常通報装置について

【非常用ドアコックの主な設置箇所】

妻部（一斉開放）

［非常用ドアコックの設置例］

（３）非常用ドアコック（①設置箇所）

旅客乗降用扉鴨居部（個別開放） 座席下部（個別開放）

：非常用ドアコック（個別開放） ：非常用ドアコック（一斉開放）
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（３）非常用ドアコック（②設置例及び表示例）

３．現行の技術基準省令での防犯関係設備や非常用設備に係る規定と現状

表示灯点灯の場合

中のレバーを手前に引く
と全てのドアは手であけ
られます
表示灯が消えている場合

各ドアの非常用ドアレ
バーを使用してください

みだりに車外にでると危
険です

もし線路におりるときは特
に他の車両やおりる場所
にもご注意ください

なお係員の指示があった
場合はそれに従ってくだ
さい

非常の場合、中の
レバーを手前に引
くとドアは手であけ
られます

非常の場合以外は
絶対に手をふれな
いでください

係員の指示があっ
た場合はそれに
従ってください

非常の場合はこの腰
掛の下のハンドルを
手前に引けばドアは
手で開けられます

みだりに車外に出ると
危険です

もし出るときはほかの
電車やおりる場所に
もご注意下さい

なお係員の指示が
あった場合にはそれ
に従って下さい

非常の場合はこの中
のハンドルを手前に引
けばドアは手で開けら
れます。

みだりに車外に出ると
危険です。

もし出るときは、ほか
の電車やおりる場所に
もご注意ください。

なお、係員の指示が
あった場合はそれに
従ってください。



（４）ホームドア及び可動式ホーム柵
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３．現行の技術基準省令での防犯関係設備や非常用設備に係る規定と現状

非常時の操作等に関する規定は無し。

技術基準省令

【自動】

ホームドアについては、線路側にある非常開ボタンを操作することで、自動又は手動で開扉することができるようになる。
その他、ホームドア可動部以外からも避難できる非常脱出扉も設けられている。

【手動（操作方法の表示のみ）】 【非常脱出扉】

非常の場合はボタ
ンを押してください。
ドアが開きます。

非常のとき、このボタンを
強く押して扉を手で開け、
脱出して下さい。（非常時
以外は使用厳禁）



３．現行の技術基準省令での防犯関係設備や非常用設備に係る規定と現状

旅客用乗降扉上部
【内蔵式：乗務員室リアルタイム/録画】

旅客用乗降扉上部の車内灯
【後付け式：４Gデータ通信ほぼリアルタイム】

【防犯カメラの主な設置箇所】

防犯カメラで撮影した映像の確認については、カメラからＳＤカード等の記録媒体を抜き取って、事務所等のパソコン
で再生する形が一般的である。

事業者によっては、４Ｇのデータ通信を活用し、遠隔地からでも防犯カメラで撮影した映像をほぼリアルタイムに確認
できる方式を採用している。また、ごく一部であるが、リアルタイムの映像を乗務員室や指令で確認できる方式もある。

【現在の一般的な映像の確認方法】 【一部事業者において導入している映像の確認方法】

映像を暗号化して通信
回線（４Ｇ）にて伝送

［東急電鉄プレス資料より抜粋］

（５）防犯カメラ

防犯カメラに関する規定は無し。

技術基準省令
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旅客用乗降扉上部の車内灯
【後付け式：録画】



４．今後の進め方（案）
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１．技術基準省令又は解釈基準（局長通達）の改正を検討
する事項として、

（１） 目的における防犯の概念
（２） 防犯カメラの設置
（３） 非常通報装置の機能等

⇒次回以降検討

２．表示を共通化する事項
・非常通報装置
・非常用ドアコック
・ホームドア及び可動式ホーム柵

⇒鉄道局でWGを設けて検討
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小田急線車内での傷害事件の概要について

（祖師ヶ谷大蔵駅～成城学園前駅間）

２０２１年８月６日

小田急電鉄株式会社

1

資料２
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小田急電鉄小田原線車内の傷害事件について

2

１ 発生日時 ２０２１年８月６日（金） ２０時３０分頃（事件列車停車時刻）

２ 場 所 小田原線 祖師ヶ谷大蔵駅～成城学園前駅間（高架複々線区間）

３ 列 車 藤沢駅発 新宿駅行 快速急行 【１０両編成】

４ 事件概要 犯人が走行中の列車内で刃物を振り回し、乗客10名が負傷。うち9名が病院に搬送された。

◎運転士の動き（１０号車）

・成城学園前駅急行線（複々線上り内側）を通過後、車内非常通報装置が扱われ警報ブザーが鳴動。

運転室の客室側ドアを勢いよく叩く音なども聞こえ、異常事態を認識。通常使用するブレーキとしては

最大のブレーキを扱い、祖師ヶ谷大蔵駅の23.6ｍ手前に停車。

・停車後、客室を確認すると多くの乗客が先頭部分に駆け寄って来ており、パニック状態。乗客から傷

害事件発生の申告を受け、運輸司令所に報告中、非常用ドアレバー（10号車）を操作し車外に避難

する乗客を確認。

◎車掌の動き（１号車）

・列車内の複数箇所から車内非常通報装置が扱われたが、会話を試みるも一切応答なし。運転台モニ

ターの非常用ドアレバー操作表示から、乗客が線路に降車していると判断し防護無線を発報。

・多くの乗客が１号車に向かって移動し、「人が暴れている。降ろせ。」との申告あり。乗客が自ら非常用

ドアレバーを操作し車外に避難している状況を確認し、運輸司令所に報告。

５ その他

・緩行線（複々線上り外側）走行中の運転士は、当該列車の駅間停車で異変に気付き自らの判断で停

車している。

・その後、運転士及び車掌は負傷者の救護、乗客の誘導を行った。



Copyright 2021 Odakyu Electric Railway Co., Ltd. All Rights Reserved.3

出所：小田急電鉄WEBサイト

至

唐
木
田
・小
田
原
・藤
沢
・片
瀬
江
ノ
島

快速急行で約８分無停車

小田急線路線図（抜粋）
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防犯カメラ 各号車４台 戸閉装置上の鴨居部に千鳥配置

非常用ドアレバー（個別） 各号車８台 戸閉装置上の鴨居部に全配置

非常用ドアレバー（総括） 各号車１台 妻面に配置

車内非常警報装置 各号車４台 客室内妻面、車いすスペース、車内中間壁面に２台

【車内防犯カメラ】

【非常用ドアレバー】 【車内非常警報装置】
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【非常用ドアレバー】

※非常用ドアレバー、車内非常警報装置の操作箇所
は防犯カメラの映像を含め、運転台モニターで確認
が可能となっている

事件車両（５０００形）の客室の主な装備と位置
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凡例
①～⑨ 非常用ドアレバーで開扉した位置と操作順
①～⑥ 車内非常警報装置の操作順

犯人の行動

① ② ⑥ ③ ④

⑤

⑤ ① ⑨ ⑦

③ ⑧④ ② ⑥

祖師谷大蔵駅
下りホームへ

5

◆車内非常警報装置が操作された６箇所の位置について
新宿方の妻面付近（車いすスペース）の警報装置を操作
小田原方の妻面付近（仕切り扉横）の警報装置を操作
車内中間壁面（ドア横の海側・山側）の警報装置を操作

５箇所（①②③④⑥）
１箇所（⑤）
０箇所

ドアレバー・非常警報装置の操作箇所と犯人の行動
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左側より、上り緩行線・上り急行線・下り急行線・下り緩行線

参考 複々線区間イメージ（成城学園前駅～祖師ヶ谷大蔵駅間）



京王線車内での傷害事件の概要について
（布田駅～国領駅間）

２０２１年１２月１４日

京王電鉄株式会社

資料３



事件概要

１ 発生日時 ２０２１年１０月３１日（日）１９時５６分
２ 場 所 京王線布田駅～国領駅間
３ 列 車 京王八王子駅発 新宿行 特急 ００８２列車【８０００系１０両編成】
４ 支障時分 ４時間５６分
５ 支障区間 つつじヶ丘駅～飛田給駅間、調布駅～若葉台駅間
６ 影響人員 ５２，０００人
７ 被 害 者 １７人

（内訳：重傷１人、入院１人、軽傷１４人、不明１人）
８ 概 況
（１）特急００８２列車は調布駅を定時に発車後、布田駅を速度約４５ｋｍ／ｈで

通過中に車内非常通報装置の鳴動を認め応答したがお客さまからの返答はな
く、その後も複数箇所からの車内非常通報装置の鳴動を認め応答したが再び
お客さまからの返答はなかった。

（２）運転士は、先頭運転台の仕切扉を叩くお客さまを認め緊急事態と判断して国

領駅に列車を緊急停車させた。車掌は、お客様から刃物を所持した人物が車
内にいる旨の申し出を受けたため、運輸指令所に連絡した。なお、停止位置
を確認したところ車両ドアと可動式ホーム柵位置がずれていたため、お客さ
まが軌道上に転落する可能性を考慮して全開扉しなかった。

（３）その後、被害に遭われた方の対応や、駅間停車列車からの避難誘導を実施の
うえ、警察・消防の現場検証を経て、２５時１８分に全線で運転を再開した。

1



事件現場の位置関係

調布駅

つつじヶ丘駅

柴崎駅

布田駅 国領駅

： 地下区間 ： 地上区間

布田駅～国領駅間
（事件発生現場）

新宿方面調布方面
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■2021年10月31日（日）19時56分発生
列車：第0082列車 京王八王子発 新宿行 特急 10両編成
発生：布田駅～国領駅間
重傷者：1名 負傷者：16名

5号車

←調布方面

車内非常通報操作
３・４・６・７号車

車内のお客さまの流れ

国領駅ホーム

ツイッター画像より

1番線

発火現場
5号車北側ドア付近

先頭車停止位置
国領駅10両用列車停止目標約2ｍ手前

②座席と床が燃える

①70代男性が
刃物で刺される

ツイッター画像より

新宿方面→

2番線

相手者確保位置
(2号車座席)

国領駅ホームの状況

窓から避難

車両ドアから避難
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5号車

←調布方面

車内非常通報器操作
３・４・６・７号車

国領駅ホーム

新宿方面→
2番線

ホームおよび車両の非常用設備と操作の状況
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非常用ドアコック操作
非常用ドアコック（一斉）操作

凡例：
●：非常用ドアコック
●：非常用ドアコック（一斉）
：非常通報器

凡例：
●：非常開ボタン

• 各ホーム筐体の線路側に
非常開ボタンを整備

• 各車両に非常用ドアコックと非常通報器を整備

※配置は代表例

■操作の状況

■ホームドアの非常用設備 ■車両の非常用設備

車外非常用ドアコック（一斉）操作

※点線部は当社係員が操作

ホームドア非常開ボタン操作
こじ開けによる開箇所

個別操作器開操作
車掌操作器緊急用全ドア開操作


